
本県では、従業員の健康管理に関して、食育や地産地消を取り入れて積極的にとりくむ

企業・事業所等を「ふくいの食育推進企業」として登録し、その活動を支援しています。

従業員の健康を「食」から応援！登録企業募集中！

県内に本社または事業所を置くすべての企業・事業所等

● 県の進める「食育」に賛同し、次に掲げるいずれかの

食育活動を行うこと。

社員の健康を守る食育の推進／社員への地産地消の推進／

家庭における食育を応援するための職場環境づくり／

食に関する体験の推進／広告、冊子配布等による食育啓発の取組

・その他社員への食育・地産地消の推進と認められる取組み

● 食育推進員を設置すること。
※食育推進員…企業内で食育・地産地消に関する企画や情報発信を行う。

登録要件

対 象

食を通した従業員の健康づくり

目 的

●食に関する講座の開催をサポートします

講師（ふくいの食育リーダー）の派遣、企画を

お手伝いします。講師の報償費・旅費は県負担！※１

＜開催例＞

・管理栄養士による食育セミナー

・野菜ソムリエプロによる野菜セミナー

・生産者によるみそづくり教室

Ｑどんな企業が登録できる？

Ａすでに社内で食育・地産地消を進めている企

業はもちろん、これから食育・地産地消を進め

たいという企業も大歓迎です。ＳＤＧｓ、健康

経営、福利厚生の一環としてこの登録制度を活

用ください。

Ｑ 登録企業は、どんな取り組みをしている？
Ａ食に関する講座の開催や、野菜摂取や減塩を

促進するための社員食堂メニューの工夫など、

各社オリジナリティを出して進めています。

詳しくは、下記を検索、またＱＲコード

からご覧いただけます。

●食育・地産地消に関連する情報を提供します

〔メールマガジン…毎月配信〕
〔料理レシピ等…随時配信〕

◎社員研修における活用 ◎レクリエーションとしての活用

大人の食育セミナー みそづくり教室

（※１）講師１人あたり１万円まで、旅費：県旅費規程に基づく、
回数：１団体10回まで

（お問い合わせ）福井県農林水産部流通販売課 食育・地産地消グループ

登録メリット

ふくいの食育推進企業 登録企業 紹介 検索

●県のホームページで登録企業をＰＲ！

●オリジナルロゴマーク、ポスターを

利用できます！

社内で情報共有をしていただけると、
カンタンに食育を始められます。



企業・事業所等
の名称

担当者

部署 役職

電話番号

FAX番号

E-mail

ふくいの食育推進企業 登録申込書

申込日 年 月 日

お問い合わせ・
お申し込み先

申込書を
ＦＡＸまた
はメール

流通販売課
から申請書
が届く

申請書の提
出・登録

手続きの流れ

福井県農林水産部流通販売課

食育・地産地消グループ

TEL 0776-20-0417

FAX 0776-20-0649

Mail ryutsu@pref.fukui.lg.jp

食育・
地産地消に
関する
活動内容

実践中
取組
予定

活動内容

社員の健康を守る食育の推進
【例】従業員食堂等における栄養・食生活支援、食生活指導

社員への地産地消の推進
【例】従業員食堂等における県産農産物を活用したメニュー提供

家庭における食育を応援するための職場環境づくり
【例】家族で一緒に食事をとるための定時退社日の提唱

食に関する体験の推進
【例】従業員やその家族向けに農業や料理教室等の体験機会の提供

広告、冊子配布等による食育啓発の取組

その他

●食育・地産地消の取組（当てはまるものに☑をしてください。）

食の講座をサポートしてくれる
「ふくいの食育リーダー」って？

食育の推進・普及に関する専門資格（栄養士、調理師、保育士
等）を有するか、専門業務（流通、加工等）の実績がある方を、
福井の食育・地産地消活動を先導する人材として県が認定してい
ます。


